
 

船舶事故等調査報告書 

平成２１年１０月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００８横第２３号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２０年５月４日（日） ０８時０３分ごろ 

発生場所 神奈川県横須賀市海獺島灯台から真方位０３１°９２０ｍ付近 

（概位 北緯３５°１３.２′ 東経１３９°４４.４′） 

事故等調査の経過  平成２０年１０月１日、本事故の調査を横浜地方海難審判理事所から引

き継ぎ、調査を担当する主管調査官（横浜事務所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

 

Ａ 遊漁船 長
ちょう

一
いち

丸、３.０トン 

   ２３２－１７６３７千葉、個人所有 

Ｂ モーターボート あさかぜ、長さ６.２６ｍ 

   ２３０－４４３６５神奈川、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、一級小型船舶操縦士 

Ｂ 船長、二級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首外板擦過傷 

Ｂ 船外機カバー破損 

 事故等の経過 Ａ船は、船長ほか釣り客１人が乗り、釣り場に向けて航行中、Ｂ船は、

船長ほか２人が同乗し、海獺島北北東方沖で錨泊中、平成２０年５月４日

０８時０３分ごろ、Ａ船の左舷船首とＢ船の船尾とが衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北東、風速 約５m/s 

海象：潮汐 下げ潮末期、約１.７ノットの南南西流 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、船長が魚群探知機を見ることに気をと

られ、適切な見張りを行わなかったことにより、

Ｂ船に気付かなかった可能性があると考えられ

る。 

原因 本事故は、海獺島北北東方沖において、Ａ船が釣り場に向けて航行中、

Ｂ船が錨泊中、Ａ船がＢ船に気付かなかったため、両船が衝突したことに

より発生した可能性があると考えられる。 

 




